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生活サービスの持続的な提供に向け，居住誘導区域(居誘区域)から都市機能誘導区域(都誘区域)への容

易なアクセスが目指されている．本研究では誘導区域の OD パターンを明らかにし，生活サービスまでの

アクセスの確保に向けた立適の意義を検討することを目的に，誘導区域の発生集中交通量を分析した.そ
の結果，1)居誘区域の内々トリップが最も多く，居誘区域内で都市サービスが補完されている自治体が一

定数存在すること，2)居誘区域から都誘区域へのトリップが比較的多い自治体間においても，徒歩・自転

車・公共交通の交通分担率が低い都市の特徴として，ロードサイドに都誘区域を設定していることが明ら

かになった． 
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1. はじめに 
 

 人口減少社会に対応した持続可能な社会の実現に向け，

多様な取り組みが必要とされている中，都市計画分野に

おいてはコンパクト＋ネットワーク型の都市構造を目指

す具体的な施策として，各自治体は立地適正化計画(立

適)の策定を進めている．立適では生活サービスを誘導

する都市機能誘導区域(都誘区域)と，居住を誘導する居

住誘導区域(居誘区域)を各自治体単位で設定している． 

 このようななかで，中心地を活性化し，生活利便性を

向上・維持するために都誘区域には生活サービスを提供

する施設の集約やその維持に向けた人の集客が求められ

ている注 1)．一方で，高齢化社会における足の確保や脱

炭素に向けた動向を受け，居誘区域から都誘区域への徒

歩・自転車・公共交通による容易なアクセスが目指され

ている注 1)．このことから，立適において生活サービス

へのアクセシビリティを向上・維持する施策を検討する

うえでは，居誘区域や都誘区域の双方の視点を踏まえて，

「誘導区域」における人の動きの発着関係を明らかにす

る必要がある．そこで，OD パターンに着目することで，

「どこからどこへどの程度の人が移動しているのか」と

いう人の動きの全体像を明らかにでき，居誘区域からの

発生交通量や都誘区域へ集中交通量の把握が可能となる． 

 

 
図-1 立地適正化計画の概要注1)をもとに作成 

 
 
2. 研究の位置づけ  

 

(1) 既往研究の整理 

居誘区域と都誘区域双方の視点から立適の現状を吟味

したものについては，尹ら 1)が誘導区域の設定実態を定

量的に分析し，生活サービス施設の集積状況と区域設定

方針の関連性を示したが，「誘導区域」におけるの人の

動きを明らかにできていない． 

居誘区域に関しては，寺島ら 2)が北陸地方の 5 都市を

対象に，公共交通の利便性が低い都市では市街化区域に
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対して広い居住誘導区域を設定していることを明らかに

した．また，秋元ら 3)は，富山市における生活関連施設

へのアクセシビリティをシミュレーションしており，居

住推進地区とアクセシビリティの関係性を示した．龍野

ら 4)は富山市において，居誘区域が誘導区域外に比べて

生活サービス施設までのアクセスが良いことを明らかに

した．これらの研究は居誘区域から生活サービスへのア

クセスを定量的に示した．しかし，生活サービスが位置

する場所が都誘区域と対応しておらず，居誘区域から都

誘区域に実際に人が訪れているかという点が明らかでな

かった． 

 一方，都誘区域への人の動きを定量的に示したものに

関して，清家ら 5)はモバイル空間統計を活用して都市拠

点地区の人口特性を分析し，広域からの来街特性やイベ

ントの集客効果を簡易に明らかにした．また，渋川ら 6)

は携帯電話基地局データを用いて昼夜間人口比から立適

の評価指標を提案し，稲本ら 7)は空間的平滑法を用いた

滞留人口に基づく都市構造の実態を示した．こうしたモ

バイル空間統計を用いた研究は都誘区域への人の集客を

短時間の変化に着目して観察できる．立適では徒歩・自

転車・公共交通による移動が推奨されているものの，モ

バイル空間統計を用いた研究ではこれらの実態を把握で

きていない．交通手段に着目して都誘区域への集中実態

を示したものについては，その事例は少ないが見られる．

例えば，谷崎ら 8)はコンパクト化のシナリオ別にみたア

クセシビリティを評価し，徒歩，徒歩＋電車、徒歩＋バ

スにおいてアクセシビリティの面で良好な結果を示し，

現状の水準を維持できることを明らかにした．一方清水

ら 9)は公共交通で人が集まる場所・自動車で人が集まる

場所を面的に明らかにした．しかし，誘導区域の設定を

する際は居住者の生活圏の視点にたち，都誘区域へ実際

にアクセスしやすいかを併せて考えることが重要である．

これらの研究は都誘区域内の交通行動を評価したもので

あり，居誘区域から実際に人が訪れているかは明らかで

ないため，居誘区域と都誘区域の双方の視点を併せて立

適における人の動きの発着関係を示すには不十分であっ

た． 

  

(2) 本研究の目的 

以上より，生活サービスを提供する都誘区域側および

生活サービスへのアクセスの確保が必要な居誘区域側双

方の視点から，人の動きの発着(OD)に着目して立適を網

羅的に吟味したものはみられない．そこで本研究では誘

導区域の ODパターンを明らかにし，生活サービスまで

のアクセスの確保に向けた立適の意義を検討することを

目的とする． 

 

 

(3) 本研究の内容 

 以上の目的を達成するうえで，都誘区域と居誘区域の

対応実態を整理するには，居誘区域からの発生交通量や

都誘区域への集中交通量を明らかにする必要がある．誘

導区域外や市外の都市サービスを利用している人が一定

数存在することを考慮し，これらの区域と比べたときの

都誘区域の交通需要を明らかにするために，4.では都誘

区域・居誘区域・誘導区域外・市外間における ODパタ

ーンを示し，区域間および区域内の人の移動の全体像を

明らかにする．また，公共交通による移動や施設の集約

に向けた方向性を検討するための情報として，交通手段

別・利用施設別の移動のニーズの差異を明らかにするこ

の際，市町村が少数の場合は交通実態に偏りが生じるこ

とが懸念されるため，多くの都市を対象に全体の傾向を

把握する． 

 立適は自治体単位で策定されているため，コンパクト

＋ネットワークの都市政策を促進させるには，自治体ご

との特徴の把握が必要である．これを明らかにできれば，

各自治体に対し誘導区域の妥当性を示す際に役立つ可能

性がある．そこで，都市間比較により居誘区域と都誘区

域が比較的に対応している都市とそうでない都市の特徴

を示す必要があるため，5 章では，徒歩・自転車・公共

交通の交通分担率を考慮して，居誘区域から都誘区域へ

のトリップが多い都市や少ない都市の特徴を明らかにす

る． 

 

(4) 本研究の特長 

 本研究は以下のような特長を有している． 

1) 立適において施設に着目した議論が多い中，誘導区

域間の人の動きに着目し，OD パターンにより立適

の実態を示した新規性のある研究である． 

2) 東京都市圏における多様な市町村を対象に，緯度経

度情報付きの交通実態データを用いて高精度な空間

分解能で分析した信頼性の高い研究である． 

3) 立適の策定が進むなか，「誘導区域」における発生

集中交通量から立適の意義を示した有用性のある研

究である． 

 

 
3. 分析の概要  

 

(1) 使用データ 

本研究では実際の人の動きに基づいて居誘区域や居

誘区域から都誘区域への発着の対応関係が不明瞭な中，

公共交通への転換や施設誘導が促進されていることを踏

まえ，それぞれの交通手段の交通需要を求める必要があ

る．そこで本研究では，第 6回東京都市圏パーソントリ

ップ調査（以下東京 PT 調査）を用いる．第 6 回からは
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一部のトリップに関して，現住所と到着地の緯度経度情

報が確認できるようになったという特長があり，都誘区

域や居誘区域のような任意のエリアにおける ODパター

ンの分析が可能である．本調査はサンプル調査のため，

調査結果から数値的な拡大推計を行い，東京都市圏に居

住する全ての人の動きを集計している．第 6回調査では

拡大前のデータに対し，調査実施年の地域・性別・年齢

別の居住人口，世帯人数別の居住人口，勤務先人口等を

基に，個人レベルで拡大係数が割り当てられており，各

章では基本的にこの拡大係数で重みづけを行った分析を

実施する．なお，東京 PT 調査において，移動目的は大

きく業務・通勤・帰宅・通学・私事に大別される．しか

し，生活サービスを提供するという都誘区域の役割を考

慮し，本研究ではサービス利用者側の通学・私事目的に

着目して分析を行う． 

 

(2) 対象地域とそのポリゴンデータ 

 本研究では，東京大都市圏にて，2020 年 12 月までに

立適を策定した自治体を対象地域とする．東京大都市圏

の将来都市構造として，生活中心地へ生活に必要な機能

を再編・集約し，歩いて暮らせるまちへと再構築すると

ともに、これらを結ぶ公共交通アクセスの確保を目指し

ていることから，対象地域として適切であるといえる． 

また，ポリゴンデータに関しては国土数値情報注 3)を

利用する．これは各自治体毎に shp 形式で整備されたポ

リゴンデータであるため，都誘区域・居誘区域を地理空

間上で表現できる． 

 

(3) 分析手法 

 誘導区域間における ODパターンを把握するためには，

各トリップがどこから出発し，どこへ向かうのかを捉え

る必要がある．そこで本研究では，統計フリーソフト R

と ArcGIS(Esri JAPAN)を用いて，ポイントデータとポリ

ゴンデータを空間結合することで，各トリップの発着を

整理した．具体的な分析手順は以下の通りである． 

1) 分析にあたって，まずポリゴンデータを整理する

必要がある．国土数理情報のデータをそのまま結

合すると，居誘区域のポリゴンデータは都誘区域

ポリゴンデータと重なっているため，空間結合の

際にポイントデータが重複して過大推計を行う危

険性がある．そのため，本研究では ArcGIS の標準

解析機能[Erace]を用いて重複箇所を取り除くことで，

この課題を解決した， 

2) 次に，ポイントデータを加工する．立適は自治体

単位で策定されていることに留意し，同一市内ト

リップと市外トリップに二分した．なお，住まい

から目的地への移動の実態を把握するため，自宅

発トリップを対象としている． 

立適におけるODを考える際，住まいからどのよう

な目的地に訪れたかを明らかにする必要がある．

現住所と到着地の関係を捉えるため発地場所別(都

誘区域発・居誘導区域発・誘導区域外発・市外発)

に分類したのち，到着地別にレイヤーを整理した． 

 

表-1 東京PT調査の概要 

 

 

図-2 分析対象自治体 

 

 

4. 立地適正化計画におけるODの俯瞰的把握 

 本章では「立適区域において，移動手段や利用施設に

よって ODパターンがどの程度変化するのか」といった

全体的な傾向を掴む．ここでは，市外の都市サービスを

利用している人が存在すると考えられるため，全体的な

傾向を見る際は居誘区域から都誘区域への移動だけでな

く，誘導区域外や市外への移動も考慮する必要がある．

以上より，本章では立適策定自治体(図-2)すべてを対象

に，内々トリップだけでなく外内トリップや内外トリッ

プも含めて分析を行う． 

 

(1) 全交通手段・全利用施設に関するODパターン 

 本節では，東京都市圏全体の人の動きを俯瞰的に見る

ため，全交通手段・全利用施設の ODパターンを把握す

る．図-3に区域間のトリップとその拡大後トリップ数を

示す．この際，視覚的に分かりやすくするために拡大後

トリップ(TP)数を矢印の大きさで示した．これより以下

のことが読み取れる． 

アンケートデータ：第6回 東京PT調査(東京都市圏交通計画協議会)

調査期間 2018年9月ー11月

本調査 東京都市圏に居住する1800万世帯のうち無作為で選ばれた約63万世帯の
方

対象地域 東京都市圏における268市町村

調査方法 調査対象世帯に対して，郵送で調査の案内を配布し，
Web回答または紙の調査票で回答する方法

調査
内容

世帯
属性 居住地，性別，年齢，職業，勤務先，世帯収入 など

交通
特性 移動時間，移動目的 交通手段 現住所・到着地の緯度経度情報 など
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1) 都誘区域着トリップを見ると居誘区域発トリップ

が最も大きく，都誘区域の後背圏としての役割を

担っていると考えられる．しかし，居誘区域発ト

リップを見ると内々トリップが全トリップのなか

で最も多い．これより，人の動きを俯瞰的にみた

とき，居誘区域内で日常的な行動を補完している

人が多いと考えられる．  

2) 誘導区域外に関するトリップについては内々トリ

ップが最も多く，都誘区域よりも居誘区域に訪れ

ている．これより，誘導区域外居住者にとっては，

誘導区域外＞居誘区域＞都誘区域の順にアクセシ

ビリティが高い． 

  

(2) 交通手段別ODパターン 

 本節では，高齢化社会における足の確保が求められて

いるなか，現状の交通手段別の移動のニーズを把握する．

立適において，徒歩・自転車・公共交通による移動が目

指されていることから，「徒歩・自転車・公共交通」と

「自動車(バイクを含む)」に分けて OD パターンを捉え

る．図 4-5より，以下のことが読み取れる． 

1) 徒歩・自転車・公共交通について，居誘区域から

の発生交通量では，都誘区域へは3割程度が向かっ

ているものの，着トリップ数は居誘区域が最も多

い．立適では居誘区域から都誘区域へ徒歩・自転

車・公共交通で向かうことが描画されていたが，

人の動きの実態と各区域が目指す方向には乖離が

あることが明らかになった． 

2) 自動車について居誘区域発トリップに着目すると，

徒歩・自転車・公共交通と矢印の相対的な大きさ

は大きく変化しない．一方で，誘導区域外発トリ

ップに着目すると，自動車の割合が多く，居誘区

域の方が徒歩・自転車・公共交通で移動しやすい

といえる． 

 

(3) 利用施設別ODパターン 

 本節では，立適で商業施設や医療施設などの都市サ

ービス機能の集約が目指されていることから，利用施設

ごとの差異を捉える．都市再生特別措置法において立適

は商業，医療施設等を誘導するための計画とされており，

既存研究 9)においてもこれらの施設に着目した事例があ

ることを踏まえ，本研究ではこれらの施設の差異につい

て分析する．以下，考察を示す． 

1) 居誘区域発都誘区域着トリップの分担率をみると，

商業施設，医療施設，教育施設の順に低くなって

いることがわかる． 

 

 

図-3 各ODパターンの拡大後TP/day(全交通手段・全利用施

設) 

 

 

図-4 各ODパターンの拡大後TP/day (徒歩・自転車・公共交

通) 

 

 
図-5 各ODパターンの拡大後TP/day (自動車) 

 

2) 誘導区域外発のトリップに着目すると，いずれの

施設においても内々トリップが最も多く，誘導区

域外でも生活サービスを提供できる場が一定数存

在することが分かる．しかし，先の交通手段を見

誘導区域外

市外

内々トリップ

全交通手段・全利用施設

誘導区域外発 市外発

数字：拡大後トリップ数

853,950
124,680

58,341

284,768

921,539
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450,293

326,475
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102,214

67,585 203,258
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都誘区域

居誘区域

都誘区域発 居誘区域発

誘導区域外
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徒歩・自転車・公共交通 数字：拡大後トリップ数
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41,595

26,038

223,569

598,672

168,43566,763

57,790

291,072

150,158

86,415

168,435

43,792
116,154

144,356

都誘区域

居誘区域

誘導区域外発 市外発都誘区域発 居誘区域発

誘導区域外

市外

内々トリップ

自動車 数字：拡大後トリップ数

302,258
83,085

32,303

61,199

322,867

262,07531,524

35,105

159,221
176,317

142,767

54,364

23,793 87,104 139,185

都誘区域

居誘区域

誘導区域外発 市外発都誘区域発 居誘区域発
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ると誘導区域外における主な移動手段は自動車に

依存しており，誘導区域外に居住している高齢者

は，自動車を利用できない場合に日常的な買い物

や医療サービスの享受が困難になると推察される． 

3) 市外発トリップや市外着トリップについて比較す

る．商業施設や医療施設などは多くのトリップが

同一市内で利用されていることが分かる．一方，

教育施設について，居誘区域発トリップは都誘区

域発トリップよりも市外へ流出する割合が高い． 

 

 

5.  自治体間比較によるOD実態の把握 

 前章では全体的な傾向の把握のため東京大都市圏に

おける立適策定自治体を俯瞰的に分析した．立適は各自

治体単位で策定されていることを踏まえ，本章では自治

体間比較を通じて，居誘区域から都誘区域へのトリップ

の分担率が高い自治体や低い自治体の特徴を捉える．

(1)にて，自治体別の各 ODパターンの割合を明らかにす

る．(2)では居誘区域と都誘区域の対応関係を考える際，

各 ODパターンのなかでも，特に居誘区域から都誘区域

へのトリップのみに着目し，比較を行う．  

 

(1) 各自治体によるODパターン割合 

 本節では，居誘区域から都誘区域へのトリップが全体

でどの程度の割合を占めているか明らかにするため，各

自治体別のＯＤパターン割合を箱ひげ図で示す．箱ひげ

図で示すことによって，どのくらいの割合の自治体が任

意のＯＤパターン割合を占めているか視覚的に判断する

ことが可能となる．以下，考察を示す． 

1) 都誘区域発，居誘区域発，誘導区域外発トリップ

について，内々トリップが最も多い割合を占めて

いる．都誘区域発トリップについては，居誘区

域，誘導区域外，市外へと割合が低下している．

一方， 誘導区域外や市外発トリップは居誘区域，

都誘区域着トリップが低く，住まいから遠くなる

ほどODパターンの分布は低くなる傾向が見られ

た． 

2) 居誘区域から都誘区域へのトリップが 20％以上実

現している自治体は約半数である．また，居誘区

域内での活動が 40％以上の自治体も全体の 1/4ほ

ど存在し，都誘区域内にそもそも訪れていない自

治体がある．多くの自治体の立適では，都誘区域

の後背圏として居誘区域が設定されている．しか

し，実際の人の動きを見ると市全体の中で居誘区

域内での活動が 40％以上の自治体も全体の 1/4ほ

ど存在し，都誘区域内にそもそも訪れていない自

治体がある．多くの自治体の立適では，都誘区域 

 
図-6 各ODパターンの拡大後TP/day (商業施設) 

 

 
図-7 各ODパターンの拡大後TP/day (医療施設) 

 

図-8 各ODパターンの拡大後TP/day (教育施設) 

 

の後背圏として居誘区域が設定されている．しか

し，実際の人の動きを見ると市全体の中で 40%以

上のトリップが居誘区域内で補完されている自治

体が，対象自治体のうちおよそ 1/4いることが示さ

れた．これらの自治体に関しては，都市サービス

を提供している主な場所が居誘区域となっている

誘導区域外

市外

内々トリップ

商業施設 数字：拡大後トリップ数

346,111
48,429

10,036

109,533

252,293

117,80318,508

20,470

75,841

50,957

74,950

20,676

12,991 42,032
44,965

都誘区域

居誘区域

誘導区域外発 市外発都誘区域発 居誘区域発

誘導区域外

市外

内々トリップ

医療施設 数字：拡大後トリップ数

82,700 11,726

7,887 19,862

76,539

45,226
11,325

7,525

51,285

37,100

21,924

13,080

5,458 26,208 38,064

都誘区域

居誘区域

誘導区域外発 市外発都誘区域発 居誘区域発

誘導区域外

市外

内々トリップ

教育施設 数字：拡大後トリップ数

245,850
33,213

31,503

103,578

479,490

188,528

53,659

54,041

250,590

189,406

85,037

53,070

37,200 104,516 157,845

都誘区域

居誘区域

誘導区域外発 市外発都誘区域発 居誘区域発
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可能性が高いと考えられる． 

 

(2) 特徴的な都市な都市からみるOD実態 

 前章では，各 ODパターンの割合を分析し，居誘区域

から都誘区域へのトリップは自治体によりばらつきがあ

ることを示した．本節においては，同一市内のトリップ

において，居誘区域から都誘区域へのトリップに着目し，

区域の設定状況を踏まえながら自治体間の差異を検討す

る．立適では徒歩・自転車・公共交通による移動が推奨

されているため，トリップの集中量だけでなく，交通分

担率も考慮して分析を行う．既存研究 11)と同様に，本研

究の分析対象都市には線引きされていない自治体があり，

市街化区域面積ではなく用途地域面積を採用した．ここ

で，簡単のため，本節では以下の用語を用いて分析を進

める． 全トリップにおける居誘区域発都誘区域着トリ

ップの割合を R-TRU[Ratio of Trip from Resicence induction-

encouraged areas to Urban function induction-encouraged areas]（％）

とする．また，用途地域面積に対する居誘 encouraged 

Areas to Use District Area.]（％）とする．なお，分析精度確

保のため拡大前サンプル数 30 以下の都市については対

象外としている．以下，図-10 から得られたことを示す． 

1) R-TRU と R-RDA の関係について，およそ比例の関

係になっていることが分かる．しかし，居誘区域

を広く設定すれば R-TRU が大きくなり，コンパク

ト化とは逆行するという問題がある．また，第4象

限に位置している自治体が多いことから，居誘区

域を広く設定しているにも関わらず，都誘区域へ

のトリップが低い自治体が多いことが示された． 

2) R-TRU が高く，同様の居誘区域設定規模の自治体

として，戸田市と佐倉市があげられる．ここで，

戸田市は徒歩などの交通分担率が高いが，佐倉市 

図-9 自治体別全トリップに対する各ODパターン割合 

 

  

図-10 R-TRUの自治体間比較 
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は小さいことが分かる．具体的な区域設定の特徴

をみると、戸田市は幹線道路の片側を都誘区域と

して設定しており，厳密に都誘区域を指定してい

る注 4)．一方、佐倉市は幹線道路両脇を都誘区域と

指定しているほか，住居専用区域も誘導区域に含

んでおり，比較的広域な設定方針となって注 5)いる．

これより，R-TRU が比較的高い都市において，都

誘区域の面積を幹線道路沿いまで拡げると同一市

内の居誘区域から自動車の交通分担率が上がる可

能性が示された．本来居誘区域は都誘区域へ徒

歩・自転車・公共交通等で訪れることが望ましい

とされているが，ロードサイドを都誘区域として

設定することで居誘区域から車で訪れやすくなり，

実態と計画に乖離が生じたと考えられる． 

3) 次に，R-TRU が比較的に高く，居誘区域の設定方

針に差異がある自治体を比較する．横須賀市と流

山市はどちらも R-TRU が 40%付近であるが，流山

市のほうが居誘区域を広く設定していることがわ

かる．詳細な設定方針を見ると，横須賀市注 6)は

「引き算型」の考えで居誘区域の設定を制限して

いる．一方，流山市注 7)は用途地域から工業区域等

を除いており，比較的緩い制限であることがわか

った．流山市は子育て世代の流入が多く注 7)，人口

が増え続けている．居誘区域を広く設定している

と，将来的には移動困難者が発生する恐れがある．

そのため，人口増加時期にある市町村においても，

「引き算型」の区域設定をし，都誘区域へ徒歩等

によるアクセスを担保すべきであると考えられる． 

4) つくば市・鶴ヶ島市・守谷市等，R-TRUが低い都

市の共通的な特徴については，居誘区域内に都誘

区域が設定されていないエリア，すなわち「居誘

区域の孤島」が存在している傾向が見られた．

「居誘区域の孤島」では，居誘区域内で日常的な

生活圏が構築されているおり，市全体としてのR-

TRUが低くなった可能性がある．  
 
 
6. 結論 

 

(1) 本研究の成果 

本研究では，誘導区域のODパターンを明らかにし，生

活サービスまでのアクセスの確保に向けた立適の意義を

検討することを目的に，誘導区域の発生集中交通量を分

析した．その結果，以下のようなことが明らかになった． 

1) 徒歩・自転車・公共交通について，居誘区域から

の発生交通量では，都誘区域へ3割程度の人が向か

っているものの，着トリップ数は居誘区域が最も

多い．立適では居誘区域から都誘区域へ徒歩・自

転車・公共交通で向かうことが描画されていたが，

人の動きの実態と立適が目指す方向には乖離があ

ることが明らかになった． 

2) 居誘区域から都誘区域へのトリップについて，

個々の自治体の特徴についてみると，R-TRUが高

い都市間においても，都誘区域設定方針によって，

居誘区域からの交通分担率に差が見られた．ロー

ドサイド型の都誘区域については，自動車の交通

分担率が高くなる可能性があり，高齢化社会にお

ける生活サービスへの足を確保するという立適の

意義を果たし得ないと考えられる．少なくとも計

画担当者は，ロードサイドに位置する都誘区域を

設定すると，居誘区域からの集客はできるものの，

自動車による交通分担率が増えることを認識すべ

きである．  

3) R-TRUが比較的低い都市の共通的な特徴について

は，居誘区域内に都誘区域が設定されていない傾

向が見られた．このようなエリアは，居誘区域内

で日常的な生活圏が構築されているため，都誘区

域まで足を運ばず，結果として市全体のR-TRUが低

い傾向になったと考えられる．立適の意義を考え

ると，このようなエリアは施設と人を集める場所

を定められず，コンパクト＋ネットワークの実現

に向けて決して望ましいとはいえない区域の設定

方針であると考えられる． 

   

 

(2) 今後の課題と発展可能性 

 5(2).ではR-TRUが類似した都市を抽出し，交通分担率

と都誘区域設定方針の違いを吟味した．しかし，同じ都

誘区域といっても，東京都心までのアクセシビリティや

周辺の土地利用，誘導区域内の施設の立地状況等によっ

て利便性は異なり，同一の自治体内でも様々なタイプの

都誘区域が存在すると考えられる．そのため，都誘区域

をトリップの視点からも分析し，行政区域にとらわれな

い更なる考察が必要である．また，居誘区域から都誘区

域へ人が訪れやすくなるよう，定量的な要因分解を通じ

た行動変容をする必要がある．年齢・性別・職業等個人

の特性を考慮して居誘区域から都誘区域へ訪れる人やそ

うでない人の特徴を明らかにし，ターゲット化に向けた

施策を検討することが期待される．また，施策の妥当性

を判断し居住の誘導や生活サービスの誘導に向けた参考

情報を得るために，各自治体が独自に行っている施策の

効果を，交通実態の変化をもとに検証をする必要がある． 
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NOTES 
注1) 国 土 交 通 省 ， 立 地 適 正 化 計 画 の 手 引 き ，

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001379331
.pdf (最終閲覧 2022 年 2 月) 

注2) 例えば：全国道路・街路交通情勢調査 自動車起終点

調査, https://www.mlit.go.jp/road/r3od/ (最終閲覧 2022
年 2 月) 

注3) 国土交通省，国土数値情報ダウンロードサービス(立
地 適 正 化 区 域 ) 
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A50-
v1_0.html(最終閲覧 2022 年 2 月) 

注4) 戸田市立地適正化計画

https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/271/tosikei-s-
riltuteki-sakutei.html (最終閲覧 2022 年 2 月) 

注5) 佐倉市立地適正化計画

http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/cotents/0000016/16
188/keikaku9-13.pdf (最終閲覧 2022 年 2 月) 

注6) 横須賀市立地適正化計画 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/tokei/rittite
kiseikakeikaku/documents/rittitekiseikakeikaku.html 
(最終閲覧 2022 年 2 月) 

注7) 流山市立地適正化計画

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/10071
16/1007365/1007366/index.html(最終閲覧 2022 年 2 月) 
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